
令和５年度 利田地区町政懇談会 

 

日時：令和５年６月 13日（火） 

   午後７時～８時 

場所：利田公民館 

 

 

１ 挨 拶  立山町長 舟橋 貴之 

 

 

２ 懇談会 

（１） 町からのお知らせ 

①不燃ごみ毎月収集と 

リングロー株式会社による使用済み小型家電収集について【１ページ】 

 

 ②剪定枝・落ち葉の屋外焼却について【２ページ】 

 

 ③令和５年度（緊急）省エネ設備等切替促進事業について【３ページ】 

（住民課） 

 

（２） 意見交換 

 

 

３ 閉 会 
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２ 

剪定枝・落ち葉の屋外焼却について 
 

 野焼きは法律で禁止されていますが、以下のような例外があります。 

 

①国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 

②震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために 

必要な廃棄物の焼却 

③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 

④農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 

⑤たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却で 

あって軽微なもの 

落ち葉、剪定枝などを使ったたき火、風呂沸かし、ご飯炊き、バーベキュー、キャンプフ

ァイヤーなど 

(注意)ただし、生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。 

 

【例外に対する留意事項】 

野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、あくまでも例外であることを十分認識し

ていただき、次のことに留意してください。また、ごみの搬出量減少に向けて、皆様のご協

力をお願いいたします。 

■剪定枝（直径 3 センチメートル～10 センチメートルまで）は、環境センターに直接持ち

込むと、たてポポイント 1キログラムあたり 4ポイント付与します。ごみの減量化につな

がります。 

■屋外焼却の際、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにする。 

■苦情が出ないよう、近隣の住民の方の理解を得て、風向きや焼却する場所、時間帯などに

配慮し、大量の煙やひどい臭い等が発生しないようにする。 

 

剪定枝や落ち葉を屋外焼却する際は、近隣の理解を得た 

上で、迷惑にならないよう十分に配慮しましょう。 

（画像はイメージです） 

＜関係法令＞廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16条の 2 

同法施行令第 14条 
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